
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年３月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月６日（日） １０時３０分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市地
ち

ノ
の

島
しま

北方沖 

地ノ島灯台から真方位２９５°１,９００ｍ付近 

（概位 北緯３４°１８.３′ 東経１３５°０２.４′） 

事故調査の経過  平成２２年８月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 海斗
かいと

丸、４.８トン Ａ 遊漁船 

   ２５２－１７０１１５、個人所有  船舶番号、船舶所有者等 

   １１.５５ｍ（Lr）×３.２４ｍ×１.１２ｍ、ＦＲＰ  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ディーゼル機関、１８０.２０kＷ、平成９年４月２３日  機関、出力、進水等 

Ｂ モーターボート ラークⅡ世、５トン未満 

   ２５０－２９７３０大阪、個人所有 

   ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８４.５８kＷ、平成６年３月２９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和６２年４月１７日 

    免許証交付日 平成１８年６月２７日 

           （平成２４年４月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成４年１０月９日 

    免許証交付日 平成１９年２月２３日 

           （平成２４年１０月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部ブルワーク及び手摺り等に損壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか釣り客５人が乗船し、地ノ島北方沖の釣り場から帰航

するに当たり、船長Ａが、周囲を確認したとき、Ａ船の北東方５０ｍ付近

に船首を東方に向けて漂泊中のＢ船を視認した。 

 

船長Ａは、ふだんから、漁船が操業する漁場付近で釣りをしているプレ

ジャーボートがいれば、操業の妨げにならないために漁船から離れて釣り

をするように、プレジャーボートに近寄って要請していたので、Ｂ船にも

- 1 - 



- 2 - 

同様の要請をするつもりで、衝突の約２０秒前に発進し、Ｂ船をＡ船の左

舷側約５～６ｍ隔てて通過できる針路として、約４～５ノットの対地速力

で手動操舵により航行した。 

船長Ａは、発進後、右舷側にいた２隻のプレジャーボートの様子を見て

いたところ、船首方１０ｍ付近となったＢ船に気付き、機関を中立とした

が、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗船し、地ノ島北方で機関を停止して漂泊して

釣りを始めた。 

Ｂ船は、船首を東方に向け、北東風を受けて右舷側に圧流されながら漂

泊し、船長Ｂが、右舷船尾部に座り、右舷方に竿を出して釣りを行ってい

たところ、衝突の約８秒前に右舷船尾方１５ｍ付近にＢ船に向けて接近す

るＡ船に気付き、機関を始動しようとしたが、平成２２年６月６日１０時

３０分ごろ、Ａ船と衝突した。 

事故後、両船は、自力航行して加太港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波 ほとんどなし、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  両船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

船長Ｂは、加太港に入港後、携帯電話で海上保安庁に１１８番通報し

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船は、地ノ島北方沖を東進中、船長Ａが、Ｂ

船に対して操業の妨げにならないよう要請するた

め、漂泊中のＢ船から約５～６ｍ隔てて通過しよ

うとした際、Ａ船の右舷側にいたプレジャーボー

トに意識を集中し、Ｂ船に対する適切な見張りを

行っていなかったことから、左舷船首方で漂泊中

のＢ船が北東風に圧流されてＡ船の前路に接近し

たことに気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、地ノ島北方沖で漂泊して釣り中、船長

Ｂが、釣りに意識を集中していたことから、Ａ船

の接近に気付いて機関を始動しようとしたが、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、地ノ島北方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が漂泊して釣り

中、Ａ船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。  

 




